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●
は
じ
め
に

カ
ン
ボ
ジ
ア
は
一
九
五
三
年
フ
ラ
ン

ス
か
ら
独
立
以
後
、
過
去
三
回
の
人
口

セ
ン
サ
ス
と
各
種
人
口
調
査
を
実
施
し

た
。
周
知
の
と
お
り
独
立
以
降
も
ポ
ル

ポ
ト
施
政
下
の
国
民
の
大
量
殺
戮
、
内

戦
や
政
権
の
混
乱
な
ど
政
治
・
社
会
経

済
情
勢
の
不
安
定
化
に
よ
り
、
国
民
の

生
活
は
も
と
よ
り
、
人
口
の
量
、
質
、

構
造
に
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
。

後
発
開
発
途
上
国
に
分
類
さ
れ
る
カ
ン

ボ
ジ
ア
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
な
か
で
、

高
出
生
・
高
死
亡
、
若
い
年
齢
構
成
の

国
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。
本
報
告
で
は
、

二
〇
一
三
年
中
間
年
人
口
調
査
に
基
づ

き
、
最
新
の
人
口
状
況
と
人
口
動
向
を

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
人
口
の
対
比
も

含
め
紹
介
す
る
。

●
人
口
増
加
と
年
齢
構
造
の
特
徴

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
人
口
は
、
二
〇
一
三

年
中
間
年
人
口
調
査
に
よ
る
と
、
約
一

四
六
七
万
人
を
数
え
る
。
表
１
の
と
お

り
、
こ
れ
ま
で
数
回
人
口
セ
ン
サ
ス
や

調
査
を
実
施
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
調

査
間
の
年
平
均
人
口
増
加
率
は
、
過

去
の
政
治
社
会
変
動
の
影
響
を
受
け

て
、
期
間
に
よ
り
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
。
一
九
六
二
〜
八
〇
年
の
増
加
率
は

〇
・
七
八
％
と
最
も
低
い
が
、
最
近
の

二
〇
〇
八
〜
一
三
年
に
は
一
・
八
三
％

に
上
昇
し
て
い
る
。
地
域
別
に
み
る

と
、
二
〇
〇
八
〜
一
三
年
に
農
村
地
域

が
一
・
三
四
％
の
年
平
均
人
口
増
加
率

に
対
し
、
都
市
地
域
は
農
村
か
ら
都
市

へ
の
移
動
を
反
映
し
て
三
・
七
一
％
と

農
村
の
三
倍
の
高
さ
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
都
市
化
率
（
総
人
口
に
占

め
る
都
市
人
口
の
割
合
）
は
二
一
％

で
、
世
界
の
途
上
国
の
都
市
化
率
平
均

の
四
八
％
に
比
べ
は
る
か
に
低
い（U

N
 

W
orld U

rbanization Prospects: 
T
he 2014 Revision

）。

二
〇
一
三
年
各
歳
別
人
口
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
よ
り
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
途
上
国
特
有

の
多
産
多
死
の
人
口
動
態
を
反
映
し
富

士
山
型
の
形
状
を
示
し
て
い
る
（
図

１
）。
前
述
の
と
お
り
、
内
戦
な
ど
に

よ
る
人
口
の
損
耗
が
四
五
歳
前
後
の
人

口
の
落
ち
込
み
を
、
ま
た
そ
の
後
の
高

出
生
率
が
人
口
の
回
復
に
寄
与
し
、
晩

婚
化
と
避
妊
の
普
及
、
さ
ら
に
教
育
水

準
の
向
上
が
最
近
の
出
生
率
低
下
を
も

た
ら
し
、
五
歳
未
満
人
口
の
縮
減
と
な

っ
て
い
る
。
各
歳
別
人
口
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

は
、
年
齢
申
告
の
正
確
性
を
反
映
し
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
に
お
い
て
も
途
上
国
で
一

般
に
観
察
さ
れ
る
年
齢
申
告
の
特
定
年

齢
へ
の
集
中
、A

ge H
eaping

（
年
齢

の
末
尾
が
〇
や
五
な
ど
の
数
値
に
偏
る

傾
向
）
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
の
集
中
の

程
度
はW

hipple’s Index

で
計
測
し

た
結
果
、A

ge H
eaping

が
な
い
場

合
が
一
〇
〇
に
対
し
、
男
一
〇
七
、
女

一
一
一
で
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
。

図１　カンボジアの人口ピラミッド（2013年）

（出所）表 1と同じ。

表 1　カンボジアの人口推移

調査名 調査時期 人口 年平均人口
増加率（％） 備考

1962 年人口センサス 1962 年 4 月 17-18 日 5,728,771 - フランスから独立後最初のセンサス（仏：1867-1953）

1980 年人口調査 1980 年末 6,589,954 0.78 内戦（1975-79）

1993-94 年社会経済調査 1994 年 04 月 9,870,000 2.89 標本数：5578 世帯

1996 年人口調査 1996 年 03 月 20 日 10,702,329 4.05 標本数：2万世帯

1998 年人口センサス 1998 年 03 月 03 日 11,437,656 3.32 最初の完全センサス。紛争地域の 4.5 万人除く

2004 年中間年人口調査 2004 年 03 月 03 日 12,824,000 1.91 施設世帯とホームレス除外

2008 年人口センサス 2008 年 03 月 03 日 13,395,682 1.09

2013 年中間年人口調査 2013 年 03 月 03 日 14,676,591 1.83 １％標本調査。施設世帯とホームレス除外

（注） 調査方式は現在地主義 (de facto basis)。
（出所）“Cambodia liter-Censal Population Survey 2013” に基づき筆者作成。
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カンボジアの人口―二〇一三年中間年人口調査を中心に―

●
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
そ
の
他
東
南
ア

ジ
ア
諸
国
の
人
口

カ
ン
ボ
ジ
ア
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国

の
な
か
で
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ラ
オ
ス
に

次
い
で
高
い
人
口
増
加
率
を
示
し
て
い

る
（
表
２
）。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
、
外

国
人
労
働
者
の
流
入
に
よ
る
社
会
増
加

が
人
口
増
加
率
を
高
め
て
い
る
が
、
そ

の
他
の
国
は
主
に
出
生
、
死
亡
の
差
に

よ
る
自
然
増
加
を
反
映
し
て
い
る
。

出
生
力
の
高
さ
を
示
す
合
計
（
特

殊
）
出
生
率
（
一
五
〜
四
九
歳
女
性
の

生
涯
平
均
子
ど
も
数
：
Ｔ
Ｆ
Ｒ
）
に
お

い
て
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
東
テ
ィ
モ
ー

ル
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ラ
オ
ス
に
次
い
で

高
い
水
準
で
あ
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は

東
南
ア
ジ
ア
の
な
か
で
最
も
低
い
出
生

力
水
準
で
あ
る
。
死
亡
力
の
指
標
で
あ

る
乳
児
死
亡
率
（
Ｉ
Ｍ
Ｒ
）
や
平
均
寿

命
を
観
察
す
る
と
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
ミ

ャ
ン
マ
ー
に
次
い
で
高
い
乳
児
死
亡
率

で
あ
る
。
平
均
寿
命
で
は
七
〇
歳
に
満

た
な
い
国
が
四
カ
国
あ
る
な
か
で
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
は
七
一
歳
に
達
し
て
い
る
。

年
齢
構
成
で
は
、〇
〜
一
四
歳
の
人

口
比
率
が
総
人
口
の
三
〇
％
を
超
え
る

国
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
含
む
四
カ
国
で
、い

ず
れ
も
高
出
生
力
の
国
で
あ
る
。
一
五

〜
六
四
歳
の
人
口
比
率
が
六
五
％
を
下

回
る
国
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
含
む
四
カ
国

で
あ
る
。
一
方
、
六
五
歳
以
上
の
人
口

比
率
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
タ
イ
が
一

〇
％
を
超
え
る
が
、
そ
れ
以
外
の
国
は

多
く
が
五
％
前
後
と
低
い
。
以
上
か
ら

カ
ン
ボ
ジ
ア
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
な
か

で
も
若
い
年
齢
構
成
の
国
で
あ
り
、
今

後
人
口
ボ
ー
ナ
ス
を
生
か
し
、
適
切
な

経
済
開
発
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
最
貧

国
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
よ
う
。

●
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
識
字
率
と
教
育

水
準

一
九
五
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
独
立

後
、
教
育
制
度
は
徐
々
に
整
備
さ
れ
て

い
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
の
内
戦
に
よ

り
学
校
や
教
育
機
材
が
破
壊
さ
れ
、
教

育
制
度
は
崩
壊
し
た
。
一
九
七
九
年
以

降
国
民
教
育
の
再
建
が
始
ま
り
、
一
九

九
三
年
か
ら
教
育
改
革
が
進
展
し
て
い

る
。
二
〇
〇
〇
年
国
連
の
ミ
レ
ニ
ア
ム

開
発
宣
言
の
開
発
目
標
を
受
け
て
、
政

府
は
初
等
教
育
の
普
及
と
初
等
・
中
等

教
育
に
お
け
る
男
女
格
差
の
解
消
を
カ

ン
ボ
ジ
ア
の
開
発
目
標
に
取
り
入
れ
て

い
る
。
一
九
九
六
年
に
学
校
制
度
が

六
・
三
・
三
制
に
な
り
、
小
学
校
と
前

期
中
等
学
校
を
合
わ
せ
た
九
年
間
を
無

償
義
務
教
育
と
す
る
こ
と
を
憲
法
で
定

め
、
二
〇
〇
七
年
よ
り
義
務
教
育
が
整

備
、
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
各
種
制
度
は
、
国
際
機
関
の

援
助
の
も
と
に
進
め
ら
れ
て
お
り
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
の
教
育
水
準
は
他
の
東
南
ア

ジ
ア
諸
国
同
様
に
向
上
し
つ
つ
あ
る
が
、

貧
困
、
教
育
施
設
の
未
整
備
、
女
子
に

対
す
る
固
定
的
な
偏
見
が
根
強
い
地
域

で
、
教
育
の
性
差
は
依
然
と
し
て
残
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
成
人
識
字
率
（
一
五

歳
以
上
人
口
に
占
め
る
識
字
者
の
割

合
）
は
東
南
ア
ジ
ア
の
な
か
で
ラ
オ
ス

に
次
い
で
低
い
水
準
で
あ
る
。
成
人
識

字
率
は
、
二
〇
一
三
年
に
八
〇
％
、
男

が
八
五
％
、
女
が
七
五
％
で
、
二
〇
〇

八
年
に
比
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
一
〜
二
ポ
イ

ン
ト
上
昇
し
た
が
、
男
女
格
差
は
歴

然
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
地
域
別
で

は
、
二
〇
一
三
年
に
都
市
の
成
人
識
字

率
が
九
〇
％
、
農
村
が
七
七
％
で
、
都

市
、
農
村
の
識
字
率
格
差
は
大
き
い
。

さ
ら
に
州
別
成
人
識
字
率
で
は
、
全
国

二
四
州
中
、
最
低
の
ラ
タ
ナ
キ
リ
州
の

五
五
％
か
ら
最
高
の
プ
ノ
ン
ペ
ン
の
九

二
％
と
州
間
に
は
大
き
な
格
差
が
あ
る
。

筆
者
が
訪
問
し
た
モ
ン
ド
ル
キ
リ
州
も

五
八
％
と
識
字
率
が
州
内
で
二
番
目
に

低
い
州
で
あ
る
。
同
州
は
東
部
の
ベ
ト

ナ
ム
国
境
沿
い
に
位
置
し
、
プ
ノ
ン
族

は
じ
め
人
口
の
六
割
は
少
数
民
族
が
占

め
て
い
る
。
同
州
の
小
学
校
、
中
学
校

で
は
、
高
学
年
に
な
る
ほ
ど
、
生
徒
数

が
少
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
（
写

真
は
同
州
の
小
学
校
授
業
風
景
）。
就

学
率
（
当
該
年
齢
人
口
に
占
め
る
就
学

者
割
合
）
は
、
全
国
で
一
二
歳
の
約
九

〇
％
を
ピ
ー
ク
に
年
齢
上
昇
と
と
も
に

低
下
し
て
お
り
、
す
べ
て
の
子
ど
も
の

義
務
教
育
完
了
が
重
要
課
題
で
あ
る
。

一
五
歳
以
上
人
口
の
教
育
水
準
別
で

は
、
二
〇
一
三
年
に
未
就
学
が
二
三
％
、

小
卒
未
完
了
が
二
六
％
、
小
卒
が
二

五
％
、
中
卒
二
一
％
、
高
卒
三
％
、
大

表２　東南アジア諸国の社会経済指標（2014年）

国
GDP/人
US $ 
2010

人口
（1000人）

年平均
増加率（％）
2010-15

TFR
2010-15

IMR（‰）
2010-15

平均
寿命（歳）
2010-15

年齢構成（％）

0 - 14 15 - 64 65歳以上
東南アジア -   625 982 1.17 2.23    24 71.41 26.5 67.5 6.0
ブルネイ 32,648 423 1.35 2.01 4 78.45 24.4 70.7 4.9
カンボジア 797   15 408 1.75 2.89 41 71.63 31.0 63.3 5.6
インドネシア 2,949   252 812 1.21 2.35 26 70.72 28.1 66.5 5.4
ラオス 1,048   6 894 1.86 3.05 36 68.08 34.4 61.8 3.9
マレーシア 8,373   30 188 1.61 1.98 4 74.93 25.3 69.0 5.8
ミャンマー 876   53 719 0.84 1.95 49 65.08 24.2 70.4 5.4
フィリピン 2,140   100 096 1.71 3.07 21 68.63 33.4 62.5 4.1
シンガポール 43,783   5 517 2.02 1.28 2 82.2 15.3 73.5 11.2
タイ 4,613   67 223 0.3 1.41 10 74.27 17.5 72.1 10.4
東ティモール 706   1 152 1.66 5.91 39 67.3 44.8 51.8 3.4
ベトナム 1,183   92 548 0.95 1.75 14 75.87 22.4 70.8 6.8

（注）TFR は合計（特殊）出生率（15 ～ 49 歳女性の生涯平均子ども数）、IMR は乳児死亡率（出生千人当たり乳児死亡数）。
（出所）UN World Population Estimates 2012.  GDP は UN  Statistical Yearbook 2011.
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卒
三
％
（
総
数
は
四
捨
五
入
の
関
係
で

一
〇
〇
を
超
え
る
）
で
、
内
戦
な
ど
で

多
く
の
知
識
人
を
失
っ
た
こ
と
が
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
国
民
の
教
育
水
準
の
低
さ
を

物
語
っ
て
い
る
。
男
女
別
、
地
域
別
の

教
育
水
準
も
識
字
率
同
様
の
格
差
が
み

ら
れ
て
お
り
、
高
等
教
育
機
関
が
プ
ノ

ン
ペ
ン
な
ど
都
市
部
に
集
中
し
て
い
る

こ
と
が
、
格
差
の
要
因
で
も
あ
る
。

●
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
労
働
力
と
就
業

構
造

労
働
力
人
口
の
調
査
方
式
は
有
業
人

口
方
式
で
、
調
査
前
一
年
間
に
六
カ
月

以
上
就
業
し
て
い
た
か
否
か
、
失
業
し

て
い
た
か
、
平
常
の
就
業
状
態
を
聞
く

方
法
で
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
こ
れ
ま
で

継
続
し
て
こ
の
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。

農
業
が
六
割
を
占
め
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
で

は
、
こ
の
方
式
が
合
理
的
で
あ
る
の
で

あ
ろ
う
。
日
本
な
ど
世
界
の
多
く
の
国

で
は
、
一
五
歳
以
上
を
調
査
対
象
と
す

る
労
働
力
人
口
方
式
が
採
用
さ
れ
、
調

査
期
間
一
週
間
の
労
働
力
状
態
を
調
査

し
て
い
る
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
、
調
査

対
象
者
は
五
歳
以
上
と
下
限
年
齢
が
低

い
が
、
児
童
労
働
の
実
態
調
査
に
資
す

る
た
め
で
あ
る
。

表
３
よ
り
、
一
五
歳
以
上
人
口
の
労

働
力
状
態
を
み
る
と
、
全
国
の
労
働
力

率
は
七
九
・
八
％
と
高
く
（
日
本
の
労

働
力
率
は
五
九
％
、
労
働
力
調
査
二
〇

一
三
年
）、
都
市
、
農
村
、
男
女
に
よ

り
異
な
る
率
が
示
さ
れ
る
。
都
市
の
労

働
力
率
は
農
村
よ
り
一
一
・
五
ポ
イ
ン

ト
低
く
、
男
は
女
よ
り
六
・
四
ポ
イ
ン

ト
高
い
。
全
国
の
失
業
率
は
一
・
九
％
、

都
市
は
農
村
よ
り
高
く
、
女
は
男
よ
り

高
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
男
女
年
齢
別

労
働
力
率
は
、
男
女
と
も
に
逆
Ｕ
字
型

を
示
し
て
い
る
。
女
性
の
労
働
力
率
は
、

日
本
な
ど
で
は
結
婚
、
出
産
な
ど
の
た

め
三
〇
歳
前
後
で
落
ち
込
む
Ｍ
字
型
を

示
す
が
、
農
業
就
業
者
が
多
い
カ
ン
ボ

ジ
ア
で
は
就
業
と
家
事
・
育
児
が
両
立

可
能
で
あ
る
た
め
か
、
男
性
よ
り
率
は

や
や
低
い
も
の
の
同
様
の
形
状
を
示
す

結
果
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
児
童
の
労
働
力
率
（
五
〜
一

四
歳
の
労
働
力
率
）
は
二
〇
一
三
年
に

二
・
四
％
で
、
二
〇
〇
八
年
の
三
・
一
％

よ
り
低
下
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら

年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
労
働
力
率
は
上

昇
し
小
学
校
卒
業
後
の
一
二
歳
に
は
男

女
総
数
で
三
・
八
％
、
一
三
歳
に
は
六
・

五
％
、
一
四
歳
に
は
一
二
・
二
％
と
急

上
昇
す
る
（
図
２
）。
前
述
の
就
学
率

の
状
況
も
そ
の
背
景
に
あ
る
。

表
４
よ
り
、
産
業
別
就
業
構
造
を
み

る
と
、
第
一
次
産
業
就
業
者
比
率
が
全

国
で
は
男
女
と
も
に
六
割
を
超
え
、
女

は
男
よ
り
高
い
比
率
を
示
す
。
一
方
、

プ
ノ
ン
ペ
ン
で
は
第
一
次
産
業
は
男
女

と
も
に
一
〇
％
以
下
と
低
い
が
、
第
三

次
産
業
就
業
者
比
率
は
、
七
割
を
超
え

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
地
域
、
男
女

に
よ
り
異
な
る
就

業
構
造
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ

る
。就

業
者
の
従
業

上
の
地
位
を
み
る

と
、
二
〇
一
三
年

に
自
営
業
者
が
四

〇
％
で
最
も
多
く
、

次
い
で
無
報
酬
家

族
従
業
者
（
三

八
％
）、
雇
用
者

（
二
二
％
）、
雇
用

主
（
〇
・
三
％
）

の
順
で
あ
る
。
と

モンドルキリ小学校（2014 年 3 月　筆者撮影）

表３　 15歳以上人口の都市・農村別男女別労働力
状態（2013年）

性別 都市・農村 労働力 非労働力
就業者 失業者

総数
全国 79.8 77.8 1.9 20.2
都市 70.9 67.7 3.2 29.1
農村 82.4 80.8 1.6 17.6

男
全国 83.1 81.4 1.8 16.9
都市 77.9 75.2 2.7 22.1
農村 84.7 83.2 1.5 15.3

女
全国 76.7 74.7 2.1 23.3
都市 64.5 60.9 3.6 35.5
農村 80.3 78.7 1.6 19.7

（出所）表 1と同じ。

（％）

図２　カンボジアの男女年齢別児童労働力率

（注）M2008, F2008 は、2008 年の男女、M2013, F2013 は 2013 年の男女を示す。
（出所）表 1と同じ。

    表４  15歳以上人口の産業別就業構造（2013年）
全国 プノンペン

男女総数 男 女 男女総数 男 女
総数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

第一次産業 64.2 62.1 66.3 7.5 6.6 8.4
第二次産業 11.5 11.6 11.4 20.1 19.3 20.9
第三次産業 24.3 26.3 22.3 72.4 74.1 70.7

（出所）表 1と同じ。

（％）
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カンボジアの人口―二〇一三年中間年人口調査を中心に―

り
わ
け
、
女
性
の
従
業
上
の
地
位
は
、

無
報
酬
家
族
従
業
者
が
五
割
を
数
え
、

男
性
の
二
割
に
比
し
て
二
倍
以
上
の
高

さ
で
、
途
上
国
特
有
の
就
業
状
況
を
示

し
て
い
る
。

副
業
に
つ
い
て
も
調
査
し
て
お
り
、

主
な
活
動
の
他
に
副
業
が
あ
る
か
ど
う

か
を
聞
い
て
い
る
。
例
え
ば
主
た
る
職

業
は
農
業
で
あ
る
が
、
建
設
業
に
も

時
々
従
事
し
て
い
れ
ば
、
建
設
業
が
副

業
と
な
る
。
ま
た
、
学
生
が
夜
ガ
ー
ド

マ
ン
と
し
て
従
事
し
賃
金
を
得
て
い
れ

ば
、
ガ
ー
ド
マ
ン
の
仕
事
が
副
業
と
な

る
。
副
業
に
従
事
し
て
い
る
者
は
、
二

〇
一
三
年
に
一
五
歳
以
上
人
口
の
三

八
％
を
占
め
た
。
就
業
状
態
別
の
副
業

従
事
者
の
割
合
は
、
就
業
者
が
四
二
％
、

失
業
者
が
三
九
％
、
非
労
働
力
人
口

が
二
一
％
で
あ
っ
た
。
副
業
が
あ
れ

ば
、
失
業
者
や
非
労
働
力
人
口
は
就
業

者
と
分
類
さ
れ
な
い
の
か
疑
問
が
残
る

が
、
調
査
期
間
一
年
間
の
う
ち
、
六
カ

月
以
上
就
業
の
条
件
を
満
た
さ
な
け
れ

ば
就
業
者
と
分
類
さ
れ
な
い
状
況
が
関

連
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
都
市
、
農

村
別
の
副
業
従
事
者
の
割
合
は
、
都
市

が
一
五
歳
以
上
人
口
の
一
一
％
に
す
ぎ

な
い
の
に
対
し
、
農
村
は
四
六
％
と
高

い
。
年
齢
別
で
は
、
就
業
者
や
失
業
者

は
三
〇
代
が
最
も
多
く
、
非
労
働
力
人

口
は
、
一
〇
代
後
半
か
ら
二
〇
代
前
半

で
、
副
業
を
持
つ
者
の
割
合
が
高
く
な

る
。
不
安
定
な
経
済
状
況
や
低
賃
金
が

副
業
従
事
者
を
生
み
出
す
要
因
で
あ
る
。

●
出
生
力
と
死
亡
力
の
変
化

国
連
二
〇
一
四
年
推
計
に
よ
り
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
の
粗
出
生
率
と
粗
死
亡
率
の

ト
レ
ン
ド
を
図
３
よ
り
観
察
す
る
。
こ

れ
よ
り
、
一
九
七
〇
年
代
に
粗
死
亡
率

の
異
常
な
高
さ
を
経
験
し
た
の
を
除
き
、

そ
の
後
死
亡
率
は
順
調
に
低
下
し
、
出

生
率
は
一
九
八
〇
年
代
に
上
昇
し
た
が
、

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
顕
著
に
低
下
し

て
い
る
状
況
が
示
さ
れ
る
。

二
〇
一
三
年
人
口
調
査
で
は
、
出
生

力
に
関
す
る
調
査
項
目
と
し
て
、
既
往

出
生
児
数
、
生
存
児
数
と
一
五
〜
四
九

歳
女
性
を
対
象
と
す
る
調
査
前
一
年
間

に
お
け
る
出
生
児
の
状
況
が
調
査
さ
れ

た
。
ま
た
、
死
亡
に
関
す
る
調
査
項
目

は
、
調
査
前
一
年
間
に
お
け
る
世
帯
員

の
死
亡
状
況
と
死
因
を
聞
い
て
い
る
。

調
査
漏
れ
な
ど
出
生
、
死
亡
デ
ー
タ
の

正
確
性
に
問
題
が
あ
る
た
め
に
、
二
〇

一
三
年
中
間
年
人
口
調
査
報
告
書
に

は
、
各
種
推
計
方
法
に
よ
る
結
果
が

示
さ
れ
て
い
る
（A

nalysis of CIPS 
Results Report 1

）。
こ
こ
で
は
そ
の

内
代
表
的
な
推
計
値
か
ら
最
近
の
出
生
、

死
亡
の
ト
レ
ン
ド
を
観
察
す
る
。

ま
ず
、
出
生
力
は
、
初
婚
年
齢
や
避

妊
実
行
率
な
ど
生
物
学
的
要
因
と
教
育

水
準
や
就
業
の
有
無
な
ど
社
会
的
要
因

に
よ
っ
て
そ
の
水
準
は
大
き
く
変
化
す

る
。
初
婚
年
齢
は
、
二
〇
一
三
年
に
男

二
六
・
二
歳
、
女
二
三
・
七
歳
で
、
都

市
は
男
二
九
・
一
歳
、
女
二
五
・
八

歳
、
農
村
が
男
二
五
・
四
歳
、
女
二

三
・
〇
歳
で
、
都
市
の
初
婚
年
齢
の
高

さ
が
顕
著
で
あ
る
。
一
九
九
八
年
の

初
婚
年
齢
が
男
二
四
・
二
歳
、
女
二

二
・
五
歳
、
二
〇
〇
八
年
に
男
二
五
・

六
歳
、
女
二
三
・
三
歳
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
男
女
と
も
に
晩
婚
化
が
進
展
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
五
〜
四
九
歳
有

配
偶
女
性
の
避
妊
実
行
率
は
、
二
〇
一

〇
年
に
五
〇
・
五
％
（
人
口
保
健
調
査

：Cam
bodia D

em
ographic and 

Health Survey 2010, Final Report

）

で
、
実
行
率
は
高
ま
っ
て
い
る
。
晩
婚

化
と
避
妊
の
普
及
に
よ
り
合
計
出
生

率
（
女
性
の
生
涯
平
均
子
ど
も
数
）
は
、

二
〇
〇
五
年
の
三
・
四
、
二
〇
一
〇
年

の
三
・
〇
（
い
ず
れ
も
人
口
保
健
調

査
）
か
ら
二
〇
一
三
年
に
は
二
・
八
へ

と
順
調
な
低
下
を
示
し
て
い
る
。
表
５

は
、
女
性
の
社
会
経
済
状
況
の
差
異
に

よ
る
合
計
出
生
率
の
水
準
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
よ
り
、
都
市
、
農
村
別
、
教

育
水
準
別
、
就
業
状
況
別
に
出
生
力
に

大
き
な
格
差
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。

乳
児
死
亡
率
は
、
生
活
水
準
を
反
映

す
る
指
標
の
ひ
と
つ
と
い
わ
れ
る
。
二

〇
一
三
年
の
乳
児
死
亡
率
は
、
出
生
一

〇
〇
〇
人
あ
た
り
全
国
が
三
三
、
都
市

が
九
、
農
村
が
三
八
で
、
都
市
農
村

格
差
は
顕
著
で
あ
る
。
乳
児
死
亡
率

（％）

図３　カンボジアの出生、死亡の推移（UN2014推計）

（出所）表 2と同じ。

表５   女性の居住地、教育水準、就業
状態別（合計出生率、2013年）

  合計出生率（％）
総数 2.80
　都市 2.15
　農村 3.05
識字状況  
　非識字者 3.67
　識字者 2.66
教育水準  
　小学未完了・未就学 3.17
　小卒・中卒 2.57
　高卒以上 1.81
経済活動状況  
　非労働力 3.74
　失業 4.07
　就業 2.74

（出所）表 1と同じ。
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は
、二
〇
〇
五
年
の
六
六
（Cam

bodia 
D
em
ographic and H

ealth Survey 
2005. Final Report

）
か
ら
、
格
段

に
低
下
し
て
い
る
。
平
均
寿
命
に
つ
い

て
は
、
二
〇
一
三
年
に
男
女
総
数
が
六

八
・
九
歳
、
男
が
六
七
・
一
歳
、
女
が

七
一
・
〇
歳
で
、
女
は
男
よ
り
三
・
九

歳
長
命
で
あ
る
。
都
市
、
農
村
別
に
は
、

都
市
が
七
六
・
八
歳
に
対
し
、
農
村
は

六
七
・
六
歳
で
農
村
は
都
市
よ
り
九
・

二
歳
も
短
命
で
あ
る
。
農
村
の
経
済
状

況
の
み
な
ら
ず
、
医
療
施
設
が
都
市
に

比
べ
未
整
備
で
あ
る
こ
と
が
、
死
亡
の

地
域
格
差
の
要
因
で
あ
る
。

●
世
帯
の
構
成
と
世
帯
人
員

世
帯
は
、一
般
世
帯
、施
設
世
帯
（
寄

宿
舎
、
寮
、
長
期
滞
在
者
用
ホ
テ
ル
、

刑
務
所
、
パ
ゴ
ダ
な
ど
親
族
関
係
の
な

い
人
々
の
世
帯
）、
ホ
ー
ム
レ
ス
世
帯
、

水
上
生
活
世
帯
と
ホ
テ
ル
・
駅
な
ど
で

の
短
期
滞
在
者
に
分
類
さ
れ
る
（
調
査

は
現
在
地
主
義
）。
各
回
セ
ン
サ
ス
で

は
こ
れ
ら
す
べ
て
の
世
帯
が
調
査
対
象

と
な
っ
た
が
、
二
〇
一
三
年
に
は
一
般

世
帯
の
み
調
査
を
実
施
し
た
（
表
６
）。

一
般
世
帯
数
は
、
一
九
九
八
年
以
降
急

速
に
増
加
し
、
二
〇
一
三
年
に
は
三
〇

〇
万
を
上
回
る
世
帯
数
と
な
っ
て
い
る
。

と
り
わ
け
、
都
市
地
域
の
世
帯
の
増
加

率
は
、
農
村
に
比
べ
二
倍
以
上
の
高
さ

で
、
全
国
に
占
め
る
都
市
地
域
の
世
帯

は
一
九
九
八
年
の
一
四
％
か
ら
二
〇
一

三
年
に
は
二
一
％
に
上
昇
し
て
い
る
。

一
般
世
帯
の
平
均
世
帯
人
員
も
出
生

率
の
低
下
に
つ
れ
、
縮
小
し
て
い
る
。

一
九
九
八
年
に
は
五
・
一
四
人
で
あ
っ

た
が
、
二
〇
〇
八
年
に
四
・
六
六
人
、

二
〇
一
三
年
に
は
四
・
四
二
人
で
調
査

ご
と
に
小
規
模
化
し
て
い
る
。
カ
ン
ボ

ジ
ア
の
平
均
世
帯
規
模
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

諸
国
の
状
況
を
表
７
よ
り
比
較
し
よ
う
。

表
よ
り
、
世
帯
規
模
が
最
も
小
さ
い
の

は
、
日
本
を
除
き
タ
イ
三
・
一
〇
人
で
、

最
大
が
ラ
オ
ス
の
五
・
七
〇
人
で
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
は
中
間
の
位
置
に
あ
る
。
カ

ン
ボ
ジ
ア
の
二
〇
一
三
年
平
均
世
帯
規

模
に
つ
い
て
、
都
市
、
農
村
別
に
み
る

と
、
都
市
が
四
・
六
六
人
に
対
し
、
農

村
は
四
・
三
六
人
と
都
市
よ
り
世
帯
規

模
が
小
さ
く
、
一
般
に
他
の
国
で
観
察

さ
れ
る
状
況
と
異
な
っ
て
い
る
。
都
市

に
お
い
て
農
村
よ
り
子
ど
も
数
が
少
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
都
市
の
平
均
世

帯
人
員
が
大
き
い
背
景
に
は
、
世
帯
の

家
族
類
型
や
住
宅
状
況
な
ど
各
種
社
会

経
済
状
況
が
関
連
し
て
い
る
と
推
察
さ

れ
る
。
と
り
わ
け
プ
ノ
ン
ペ
ン
の
平
均

世
帯
規
模
は
、
四
・
七
八
人
で
二
四
州

中
三
番
目
に
大
き
い
。

家
族
類
型
に
つ
い
て
表
７
よ
り
み
る

と
、
単
身
世
帯
の
割
合
が
カ
ン
ボ
ジ
ア

で
は
三
・
六
％
と
低
い
一
方
、
親
族
世

帯
の
割
合
が
高
い
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。

ま
た
、
女
性
世
帯
主
の
割
合
が
タ
イ
に

次
い
で
高
く
、
内
戦
に
よ
る
男
性
人
口

の
損
耗
や
伝
統
的
な
家
族
の
あ
り
方
な

ど
カ
ン
ボ
ジ
ア
特
有
の
状
況
を
反
映
し

て
い
る
。

（
付
記
）
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
二
〇
一
三

年
中
間
年
人
口
調
査
の
分
析
報
告
書
は
、

次
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
。

http://w
w
w
.stat.go.jp/english/

info/m
eetings/cam

bodia/cips_
ana.htm

（
は
や
せ　

や
す
こ
／
元
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所　

研
究
主
幹
）

表６　都市農村別世帯類型（1998 ～ 2013年）

都市／
農村

一般世帯 年平均増加率 (% )
1998 2008 2013 1998 2008 2013 1998-2008 2008-2013

総数 2,162,086 2,817,637 3,163,226 100.0 100.0 100.0 2.65 2.31
都市 315,342 506,579 657,951 14.6 18.0 20.8 4.74 5.23
農村 1,846,744 2,311,058 2,505,275 85.4 82.0 79.2 2.24 1.61
　 施設世帯 年平均増加率 (% )
総数 15,187 21,588 - 100.0 100.0 - 3.52 -
都市 4,524 14,219 - 29.8 65.9 - 11.45 -
農村 10,663 7,369 - 70.2 34.1 - -3.69 -
　 ホームレス、水上生活者、短期滞在者 年平均増加率 (% )
総数 11,390 2,672 - 100.0 100.0 - -14.50 -
都市 2,380 912 - 20.9 34.1 - -9.59 -
農村 9,010 1,760 - 79.1 65.9 - -16.33 -

（出所）表 1と同じ。

表７　家族類型別一般世帯の分布と平均世帯人員

国 年 世帯数
家族類型（％）

平均世帯
人員（人）

女性世帯主
割合（％）単身

世帯
核家族
世帯

拡大
世帯

親族
世帯

非親族
世帯

カンボジア 2013 3,163,226 3.6 65.9 4.1 26.3 0.0 4.42 27.1
インドネシア 2010 61,157,592 7.4 - - - - 3.89 14.0
ラオス 2005 952,386 1.3 - - - - 5.70 10.1
マレーシア 2000 4,777,600 7.1 65.2 20.3 4.0 4.0 4.60 13.9
フィリピン 2007 18,539,769 5.9 - - - - 4.80 -
シンガポール 2010 1,145,920 12.2 76.2 6.7 - 4.9 3.50 21.6
タイ 2010 20,364,332 18.4 - - - - 3.10 34.7
ベトナム 2009 22,444,322 7.2 - - - - 3.81 -
日本 2010 51,842,000 32.4 56.3 5.4 5.0 0.9 2.42 21.8

（出所）各国人口センサス。


